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島根県議会会議規則の一部を改正する規則

島根県議会会議規則（昭和34年島根県議会告示第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第14条中「添え」を「備え」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 委員会が議案を提出しようとするときは その案を備え 理由を付け、 、 、

委員長名をもって、議長に提出しなければならない。

第16条中「添え」を「備え」に改める。

第38条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託し

ない。ただし、議会の議決で付託することができる。

第71条第２項中「第109条の２第３項」を「第109条の２第４項」に改め

る。

第98条及び第109条中「第38条第２項」を「第38条第３項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


